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【マンション標準管理規約】 

 

Ｎｏ．１ 

規約は、必ず標準管理規約を採用し、これに従ってマンシ

ョンの規約を作成しなければならない。 

 

Ｎｏ．２ 

標準管理規約には、単棟型・団地型・複合用途型の３種類

がある。 

 

Ｎｏ．３ 

標準管理規約の目的は、管理又は使用に関する事項等につ

いて定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、

良好な住環境を確保することである。 

 

Ｎｏ．４ 

区分所有者は、同居する者に対しては、規約及び総会の決

議を遵守させる必要はない。 

 

Ｎｏ．５ 

占有者は、対象物件のすべてにつき、区分所有者がこの規

約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 

 

Ｎｏ．６ 

標準管理規約では、壁、床、天井等については、境界部分

のうち躯体部分は共用部分であるが、上塗り部分など躯体部

分以外の部分は専有部分の範囲に含まれない。 

 

Ｎｏ．７ 

玄関扉については、錠及び外部塗装部分も含め、すべて専

有部分としている。 

 

× 
採用するかど

うかは任意であ

る。 
 
 
○ 
 
 
 
 
 
○ 
 
 
 
 
 
 
 

× 
同居する者（配

偶者、子など）に
対しても、遵守さ
せる義務がある。

 

× 
占有者は、対象

物件の使用方法
につき、区分所有
者と同一の義務
を負う。 

 

× 
 含まれる 
 
 
 
 
 
 

× 

錠および内部

塗装部分を専有

部分としている。
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Ｎｏ．８ 

共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉

その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断

熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組

合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施す

る。 

 

Ｎｏ．９ 

廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室は共用

部分であるが、バルコニー及びベランダは専有部分である。 

 

Ｎｏ．10 

共有持分の割合の基準となる面積は、区分所有法では、壁

芯計算（界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方

法）により、標準管理規約では、内のり計算（壁その他の区

画の内側線で囲まれた部分の面積を算出する方法）によって

いる。 

 

Ｎｏ．11 

区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分

とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。 

 

Ｎｏ．12 

区分所有者は、住戸を他の区分所有者又は第三者に貸与す

ることは禁止されている。 

 

Ｎｏ．13 

専有部分に関しては、区分所有法では、用途に特に制限は

ないが、標準管理規約では、専ら住宅として使用するものと

されている。 

 

Ｎｏ．14 

マンションの敷地の一部又は共用部分であるが、通常は特

定の区分所有者だけが使用している部分を「専用使用部分」

といい、この部分を使用する権利を「専用使用権」という。 

○ 
（H16 改正） 
 
 
 
 
 
 
 
 
× 
バルコニーお

よびベランダも

共用部分である。

 
 
× 
区分所有法で

は、内のり計算で

あり、標準管理規

約では、壁芯計算

である。 
 
 
 
 
○ 
 
 
 
 
 
× 
住戸を他の区

分所有者または
第三者に貸与す
ることは禁止さ
れていない。 
 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 
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Ｎｏ．15 

一階に面する庭について専用使用権を有している者でも、

管理組合に専用使用料を納入する必要はない。  

 

Ｎｏ．16 

管理組合と駐車場使用契約を締結し、駐車場を使用してい

る者は、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。 

 

Ｎｏ．17 

区分所有者がその所有する専有部分を他人に譲渡すると、

駐車場使用契約はその者に承継される。 

 

Ｎｏ．18 

区分所有者は、一定の専有部分の修繕等をする場合、あら

かじめ設計図等を添付した申請書を理事長に提出して、書面

による承認を受けなければならない。 

 

Ｎｏ．19 

理事長は、修繕等について、承認しようとするとき、又は

不承認としようとするときは、総会の決議を経なければなら

ない。 

 

Ｎｏ．20 

区分所有者は、専有部分の修繕等について理事長の承認が

あったときでも、総会の決議を経なければ、専有部分の修繕

等に係る共用部分の工事を行うことができない。 

 

Ｎｏ．21 

長期修繕計画の作成又は変更に関する業務は、管理組合の

業務の１つであるが、建物の建替えに係る合意形成に必要と

なる事項の調査に関する業務は、管理組合の業務ではない。 

× 
管理組合に専

用使用料を納入

しなければなら

ない。 
 
○ 
 
 
 
 
 
× 
他人に譲渡す

ると、その区分所
有者の駐車場使
用契約は効力を
失う。 
 
○ 
 
 
 
 
 
 
 
× 
総会の決議を

経るのではなく、

理事会の決議を

経なければなら

ない。 
 

 

× 

総会の決議は

不要である。 

 

 

 

 

× 

 建物の建替え

に係る合意形成

に必要となる事

項の調査に関す

る業務も、管理組

合の業務である。

（H16 改正） 
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Ｎｏ．22 

新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにそ

の旨を書面により管理組合に届け出なければならない。 

 

Ｎｏ．23 

理事長は、区分所有法上の管理者であるので、必ずしも現

に居住する組合員でなくともよい。 

 

Ｎｏ．24 

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、

その結果を理事会に報告しなければならない。 

 

Ｎｏ．25 

監事は、理事会に出席することはできるが、意見を述べる

ことはできない。 

 

Ｎｏ．26 

理事長は、通常総会を、毎年１回新会計年度開始以後２ヵ

月以内に招集しなければならない。 

 

Ｎｏ．27 

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の１週間前

（会議の目的が建替え決議であるときは２ヵ月前）までに、

会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しな

ければならない。 

 

Ｎｏ．28 

総会に出席して意見を述べることができる占有者に対し、

総会の招集者は、招集通知を当該占有者に発しなければなら

ない。 

○ 
 
 
 
 
× 
理事は、現に居

住する組合員の
うちから総会で
選任され、理事長
は、これらの理事
の互選により選
任される。 
 
× 
理事会に報告

するのではなく、

総会に報告しな

ければならない。
 
× 
意見を述べる

ことができる。 
 
 
 
○ 

 

 

 

 

 

× 

会議を開く日

の２週間前（建替

え決議を除く）ま

でに招集通知を

発しなければな

らない。 
（H16 改正） 
 
× 
総会の招集者

は、通知を発する
必要はなく、通知
の内容を所定の
掲示場所に、掲示
しなければなら
ない。 
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Ｎｏ．29 

組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合にお

いて、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその

組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその

組合員と同居する者でなければならない。 

 

Ｎｏ．30 

総会の議事は、出席組合員総数及び議決権の過半数で決す

る。 

 

Ｎｏ．31 

管理組合の会計における収入は、管理費等及び使用料によ

るものとし、その支出は管理費等及び使用料の規定に定める

ところにより諸費用に充当する。 

 

Ｎｏ．32 

収支予算を変更しようとするときは、理事長は、単独でこ

れをすることができる。 

 

Ｎｏ．33 

管理費等及び使用料の徴収は、組合員が各自開設する預金

口座から管理組合の預金口座に自動振替する方法による。 

 

Ｎｏ．34 

組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返

還請求又は分割請求をすることができる。 

 

Ｎｏ．35 

収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、管理組

合は、各組合員に対して、各組合員の共用部分の持分に応じ

て算出した割合によって、返還することができる。 

 

 

○ 
 
 
 
 
 
 
 
× 
総会の議事は、

「出席組合員の

議決権」の過半数

を基準として決

する。 
 
○ 
 
 
 
 
 
 
× 
理事長が単独

ですることはで
きず、その案を臨
時総会に提出し、
その承認を得な
ければならない。
 

○ 

 

 

 
 
 

× 

返還請求・分割

請求をすること

はできない。 
 
 
× 
管理費の余剰

は、翌年度におけ

る管理費に充当

する。 
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Ｎｏ．36 

管理組合は、修繕積立金を取り崩すことができる事項にあ

たる業務を行うため必要な範囲内において、借入れをする場

合、理事会の決議を経なければならない。 

 

Ｎｏ．37 

管理組合は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕の経

費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってそ

の償還に充てることができる。 

 

Ｎｏ．38 

建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に

要する費用は、管理費から支出される。 

 

Ｎｏ．39 

管理組合は、マンション管理士その他マンション管理に関

する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営

その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導そ

の他の援助を求めたりすることができる。 

 

Ｎｏ．40 

委託業務費及び専門的知識を有する者の活用に要する費

用は、修繕積立金から支出される。 

 

Ｎｏ．41 

理事長は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会

を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。 

 

Ｎｏ．42 

管理組合が消滅する場合、その残余財産については、各区

分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者

に帰属する。 

 

× 
理事会の決議

ではなく、総会の

決議を経なけれ

ばならない。 
 
 
 
○ 
 
 
 

 

 

 

× 

 修繕積立金か

ら支出される。 

（H16 改正） 
 
 
 

○ 

（H16 改正） 

 

 

 

 

 

 

 

× 

 通常の管理に

要する経費とし

て、管理費から支

出される。 

（H16 改正） 

× 

 理事長ではな

く、理事会であ

る。 

（H16 改正） 

 

○ 

（H16 改正） 
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【民法】 

 

Ｎｏ．１ 

各共有者は、共有物の全体につき、その持分に応じた使用

をすることができる。 

 

Ｎｏ．２ 

共有物の第三者への売却は、各共有者の持分価格の過半数

の賛成で行う。 

 

Ｎｏ．３ 

共有者が自己の共有持分を第三者に売却するには、共有者

の全員の同意が必要である。 

 

Ｎｏ．４ 

各共有者は、原則として、いつでも自由に共有物の分割を

請求することができる。 

 

Ｎｏ．５ 

共有者の１人が、相続人なくして死亡して特別縁故者（内

縁の妻など）に対する財産分与もなされない場合や、持分を

放棄した場合には、その持分は国庫に属する。 

 

Ｎｏ．６ 

契約の成立には、原則として、当事者の意思表示の合致に

加え、契約書の作成が必要である。 

 

Ｎｏ．７ 

契約は、当事者の意思表示の合致がなかったとしても、契

約書が存在すれば、原則として有効に成立したものとみなさ

れる。 

○ 
 
 
 

 

 

× 

変更行為に該

当するので、共有

者の全員の同意

が必要である。 
 
× 
各共有者が単

独ですることが

できる。 
 
 
○ 
 

 

 

 

 

× 

持分は他の共

有者に属する。 
 
 
 
 
× 
原則として、契

約成立に契約書

は不要である（諾

成契約）。 
 
× 
当事者の意思

表示の合致は、契

約成立の要件で

ある。 



 

 8

Ｎｏ．８ 

契約は、すべて意思表示の合致のみで成立し、目的物の引

渡しを成立の条件とする契約は認められない。 

 

Ｎｏ．９ 

契約が成立すれば、すべて相当の対価を支払う義務を生じ、

対価を支払わない契約は認められない。 

 

Ｎｏ．10 

売買契約は、有償契約である。 

 

Ｎｏ．11 

賃貸借契約は、要物契約である。 

 

Ｎｏ．12 

同時履行の抗弁権とは、双務契約における両債務の対価的

依存関係にもとづき、両当事者は、公平の見地から、相手方

が履行の提供をするまでは、自分の債務を履行しないと主張

できる権利のことをいう。 

 

Ｎｏ．13 

Ａが、Ｂ所有の建物をＣに売却する契約をＣと締結した場

合、あらかじめＢの承諾を得ていなければ、当該売買契約は

無効となる。 

 

Ｎｏ．14 

売買契約の当事者は、自己の債務の提供をしていなくても、

相手方が履行期に履行をしなかった場合には、常に債務不履

行責任を追及できる。 

× 
要物契約では、

目的物の引渡し

が契約の成立の

条件とされる。 
 
× 
贈与などの無

償契約という類

型がある。 
 

 

○ 

 

 

 

 

× 

賃貸借契約は

諾成契約である。

 
○ 
 

 

 

 

 

 

 

 

× 

他人の物の売

買も、ＡＣ間の契

約としては有効

である。 
 
 
× 
自己の債務を

提供していない

と、原則として、

相手方の債務不

履行責任を追及

することができ

ない。 
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Ｎｏ．15 

売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主が売買契約

締結時に当該瑕疵を知っていたときであっても、契約の目的

を達成できないときには、買主は、当該契約の解除をするこ

とができる。 

 

Ｎｏ．16 

売主に瑕疵担保責任が認められる場合、買主は売主に対し

て、当該瑕疵の修補請求を当然にすることができる。 

 

Ｎｏ．17 

売買の瑕疵担保責任の追及ができるのは、買主が契約を締

結してから１年以内である。 

 

Ｎｏ．18 

売買契約において、「売主は瑕疵担保責任を負わない」旨

の特約は、買主にとって不利な特約なので無効となる。 

 

Ｎｏ．19 

賃貸人は、目的物に対する通常の修繕義務を負う。 

 

Ｎｏ．20 

賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするとき

は、賃借人はこれを拒むことができない。 

 

Ｎｏ．21 

賃貸借契約において、賃借人が支払った必要費は、直ちに

（費用の支出と同時に）償還請求することはできず、賃貸借

契約の終了の際に償還請求することができる。 

 

Ｎｏ．22 

事前の通知をしないで必要費を支出した場合、賃借人は、

その償還を請求することができない。 

× 
買主が契約締

結時に、当該瑕疵
について「善意・
無過失」であるこ
とが必要である。
 
 
 
× 
瑕疵担保責任

の内容に、瑕疵修
補請求は含まれ
ない。 
 
 
 
× 

買主が「瑕疵の

存在を知ったと

きから１年以内」

である。 

 

× 

このような特

約も原則として

「有効」である。

 

 

○ 
 
 
 

○ 

 
 
 

 

 
× 
必要費は、賃貸

借契約の終了を
またずに直ちに
償還請求するこ
とができる。 
 
 
× 
事前の通知を

しないで支出し
た場合でも、賃借
人は、その償還を
請求することが
できる。 
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Ｎｏ．23 

賃貸借契約において、賃借人が支払った有益費は、直ちに

（費用の支出と同時に）償還請求することはできず、賃貸借

契約の終了の際に償還請求をすることができる。 

 

Ｎｏ．24 

有益費の償還においては、有益費の支出によって目的物の

価格が増加した額又は支出された費用のどちらかを、賃借人

が選択して償還する。 

 

Ｎｏ．25 

区分所有建物の専有部分の賃借人Ａが、当該専有部分の所

有者である賃貸人Ｂに無断で当該専有部分を第三者Ｃに転

貸し、Ｃが居住を開始した場合、Ｂは、原則として、ＡＢ間

の賃貸借契約を解除することができる。 

 

Ｎｏ．26 

借地借家法の借地に関する規定は，「建物所有を目的とし

た地上権又は土地の賃借権」に適用される。 

 

Ｎｏ．27 

借地借家法上、賃借人（借家人や借地権者）に不利な特約

は、原則として無効である。 

 

Ｎｏ．28 

借地借家法上、借地権はその登記がなければ，第三者に対

抗することができない。 

 

Ｎｏ．29 

借地借家法上、長期の定期借地権は，契約時に書面によっ

て 30 年以上の期間を定めなければならない。 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

× 

選択するのは

「賃貸人」であ

る。 
 
 
 
 
○ 
 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

× 

借地権は借地

上の建物の登記

があれば対抗す

ることができる。

 
× 
長期の定期借

地権は、50 年以

上の期間を定め

なければならな

い。 
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Ｎｏ．30 

受任者は、受任した事務を処理した場合には、特約がなく

ても報酬を請求することができる。 

 

Ｎｏ．31 

受任者は、報酬を支払う特約をしていない場合であっても、

善良な管理者の注意をもって事務を処理しなければならな

い。 

 

Ｎｏ．32 

委任者が負担すべき事務処理に必要な費用については、額

が明確に決まるまでは支払う必要がないので、受任者の請求

の有無を問わず、委任契約が終了した後に支払えばよい。 

 

Ｎｏ．33 

受任者は、委任者からの請求があれば、委任事務の処理状

況を報告しなければならず、これを故意に怠れば債務不履行

責任を追及されることがある。 

 

Ｎｏ．34 

委任契約は、受任者が死亡した場合には終了するが、委任

者が死亡しても終了しない。 

 

Ｎｏ．35 

委任契約は、委任者・受任者のいずれからでも、特別の理

由なくとも自由に契約を解除することができる。 

 

Ｎｏ．36 

目的物の引渡しを要する請負契約においては、原則として、

仕事の完成と報酬の支払いが同時履行の関係にある。 

 

× 
特約がない限

り報酬請求をす

ることができな

い。 
 
○ 

 
 

 
 
 
 
 

× 

受任者の請求

により、前払いす

る義務を負う。 

 

 

 

○ 
 
 

 
 
 
 
 

× 

委任者が死亡

した場合にも終

了する。 
 
 
○ 
 
 
 
 
 
× 
報酬の支払い

と同時履行とな

るのは、「目的物

の引渡し」であ

る。 
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Ｎｏ．37 

請負人は、原則として、報酬の全額の支払いを受けるまで、

仕事を完成させる必要はない。 

 

Ｎｏ．38 

Ａが建設業者Ｂに請け負わせて木造住宅を建築した場合、

引き渡された住宅に瑕疵があり、契約をした目的を達成する

ことができないときは、Ａは当該請負契約を解除することが

できる。 

 

Ｎｏ．39 

Ａが建設業者Ｂに請け負わせて木造住宅を建築したが、引

き渡された住宅に瑕疵があることを理由として、Ａが瑕疵の

修補を請求した場合には、損害賠償の請求をすることはでき

ない。 

 

Ｎｏ．40 

民法上の制限能力者とは、成年被後見人、被保佐人、被補

助人の三者である。 

 

Ｎｏ．41 

成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能

力が著しく不十分である者で、家庭裁判所から「後見開始の

審判」を受けた者である。 

 

Ｎｏ．42 

詐欺による意思表示は、無効である。 

 

Ｎｏ．43 

詐欺による契約の取消しは、善意の第三者に対抗できない。 

 

Ｎｏ．44 

強迫による契約は、取り消すことができる。 

× 
請負契約は，仕

事完成が先履行
の契約である。 
 
 
 
× 
土地の工作物

の請負契約は、完
成後の解除はす
ることができな
い。 
 
 
 
 
× 
損害賠償請求

は、瑕疵の修補に

代えて請求する

こともでき、また

は瑕疵の修補と

同時に請求する

こともできる。 
 
× 

これに未成年

者が加わる。 

 

 

 

× 
成年被後見人

は、精神上の障害
により事理を弁
識する能力を「欠
く常況」にある者
である。 
 
× 
詐欺による意

思表示は、取り消
すことができる
ものとなる。 

 

○ 

 

 
 
○ 
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Ｎｏ．45 

強迫による契約の取消しは、善意の第三者に対抗すること

ができない。 

 

Ｎｏ．46 

制限能力者は、代理人となることができない。 

 

Ｎｏ．47 

代理人が顕名をしなかった場合には、当該代理が有効とな

ることはない。 

 

Ｎｏ．48 

無権代理人の行った契約の効果は、原則として、本人に帰

属しない。 

 

Ｎｏ．49 

債務者が債務不履行に基づく責任を追及されるのは、債務

者自身に故意又は過失があった場合に限られ、債務者が使用

する職員や従業員に故意又は過失があった場合には、債務不

履行責任を追及されることはない。 

 

Ｎｏ．50 

債務不履行責任が生じるのは、目的物の全部が履行するこ

とができなくなった場合か、全部の履行が遅れている場合に

限られ、一部の履行ができなくなった場合や、一部の履行が

遅れているだけに過ぎない場合に生じることはない。 

 

Ｎｏ．51 

特別の事情によって生じた損害でも、当事者がその事情を

予見し、又は、予見することができたときは、債権者はその

賠償の請求を債務者にすることができる。 

× 
強迫による契

約の取消しは、善
意・悪意を問わず
第三者に対抗す
ることができる。

 
× 
 代理人は能力
者である必要は
ない。 
 
× 
相手方が悪意

または有過失の
場合には、有効な
代理となる。 
 
 

○ 

 

 

 

 

× 

債務者が使用

する職員や従業

員に故意または

過失があった場

合には、債務者自

身の故意・過失と

同視される。 
 
 

× 

履行に関して

不完全履行とい

う類型がある。 
 
 
 
 
 
○ 
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Ｎｏ．52 

金銭債務においては、債務者は期日に債務の履行をしなけ

れば、たとえ不可抗力であっても履行遅滞の責任を負う。 

 

Ｎｏ．53 

当事者間で損害賠償の予定額を定めている場合、裁判所は、

その賠償額を増減することができない。 

 

Ｎｏ．54 

保証契約は、債務者と保証人との契約である。 

 

Ｎｏ．55 

保証契約は、主たる債務者の意思に反して結ぶことはでき

ない。 

 

Ｎｏ．56 

制限能力者は、保証契約の保証人となることは一切できな

い。 

 

Ｎｏ．57 

売買契約における売主のための保証人は、保証契約の当事

者の意思により、売主の債務不履行により契約が解除された

場合における原状回復義務についても、保証する責任を負う。 

 

Ｎｏ．58 

保証において、主たる債務が消滅すると、保証債務も消滅

する。 

 

Ｎｏ．59 

主たる債務の内容が軽くなっても、保証債務の内容は軽く

ならない。 

○ 
 

 
 
 

 

○ 

 
 
 
 
 

× 

保証契約は、債

権者と保証人と

の契約である。 
 
× 
保証契約は、主

たる債務者の意

思に反しても結

ぶことができる。
 
× 
債務者が法律

上または契約上、
保証人を立てる
義務を負う場合
以外は、保証人の
資格に制限はな
い。 
 
○ 

 

 
 
 
 
 

 

○ 
 
 
 
 
 

× 

主たる債務の

内容が軽くなる

と、保証債務の内

容も軽くなる（付

従性）。 
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Ｎｏ．60 

主たる債務に対する債権が移転しても、それに伴い保証債

務は移転しない。 

 

Ｎｏ．61 

債権者Ｘが主たる債務者Ｙに催告した上で保証人（連帯保

証人ではない）Ｚに請求してきた場合、Ｚが①Ｙに弁済の資

力があり、②強制執行が容易にできる、ということを証明す

れば、ＸはまずＹの財産について執行しなければならない。

これを「催告の抗弁権」という。 

 

Ｎｏ．62 

抵当権の成立には、抵当権設定契約の契約書の作成は必要

ないが、設定登記が必要となる。 

 

Ｎｏ．63 

Ａが自己の所有する専有部分にＢのために抵当権を設定

した場合、Ａは、Ｂの承諾を得ることなく当該専有部分を使

用することができるが、売却する場合には、事前にＢの承諾

を得なければならない。 

 

Ｎｏ．64 

ＹがＸから 1,000 万円借り、その債務の担保として 1,000

万円相当の家屋に抵当権を設定した後、500 万円を弁済した

場合、Ｘの債権は 500 万円となる。これに伴って、抵当権の

及ぶ範囲は、家屋の 500 万円の部分に縮減される。 

 

Ｎｏ．65 

借地上の建物に抵当権を設定した場合、抵当権の効力は、

その敷地の賃借権等の借地権にも及ぶ。 

× 
「随伴性」によ

り移転する。 
 
 
 
× 
これは「検索の

抗弁権」である。

 
 
 
 
 
 
 

 

× 
登記は成立要

件ではなく、対抗
要件である。 
 
 
 

× 

売却する場合

であっても、Ｂの

承諾は不要であ

る。 
 
 
 
 
× 
抵当権の効力

の「不可分性」か

ら、残額全てを返

済してもらうま

で、家屋全体にそ

の効力が及ぶ。 
 
 
 
○ 
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Ｎｏ．66 

債務不履行に基づく損害賠償を請求することができる場合

には、不法行為に基づく損害賠償を請求することはできない。 

 

Ｎｏ．67 

管理業者は、自らが雇用している管理員が、その業務の執

行につき第三者に対して損害を加え、被害者にその損害を賠

償した場合、加害者たる管理員に対して求償をすることはで

きない。 

 

Ｎｏ．68 

マンションの欠陥によって漏水をしたが、その瑕疵が専有

部分にある場合、欠陥につき過失のない区分所有者は，損害

賠償責任を免れる。 

 

Ｎｏ．69 

債権は、常に５年で時効により消滅する。 

 

Ｎｏ．70 

確定期限ある債務は、その弁済期の到来を債務者が知った

ときから消滅時効が進行する。 

 

Ｎｏ．71 

定期給付金債権の消滅時効期間は、５年である。 

 

Ｎｏ．72 

不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害又は加害者を知

ったときから３年、又は不法行為時から 20 年で消滅する。 

 

× 
 所定の要件を
満たせば、不法行
為に基づく損害
賠償を請求する
こともできる。 
 
× 

使用者責任を

果たした使用者

は、被用者たる管

理員に求償する

ことができる。 

 

 

 
× 
 工作物の設置･
保存の瑕疵が原
因で損害が発生
した場合、過失の
有無を問わず、所
有者は損害賠償
責任を負う。 
 
× 
一般の債権の

消滅時効は、10
年である。 
 
× 
 弁済期が到来

したときから時

効が進行する。 
 
 
○ 
 
 
 
 
× 
不法行為に基

づく損害賠償請

求権は、損害「お

よび」加害者を知

ったときから３

年、または不法行

為時から 20 年で

消滅する。 



 

 17

Ｎｏ．73 

消滅時効は、債務者の承諾によってのみ中断する。 

 

Ｎｏ．74 

催告は時効を中断するが、催告後１年以内に裁判上の請求

などをしなければ、中断の効力は消滅する。 

 

Ｎｏ．75 

一度催告をした後、６ヵ月内に再び催告し、その後６ヵ月

内にまた催告するというように催告を繰り返せば、中断の効

力が生じる。 

 

Ｎｏ．76 

時効の効力は、その起算日に遡る。 

 

Ｎｏ．77 

時効期間が経過したのに、債務者が気付かないで弁済をし

てしまった場合は、その後、債務者は時効の援用をして、債

務の消滅を主張できる。 

 

Ｎｏ．78 

時効が完成する前に時効利益の放棄をすることは許され

ない。 

× 
請求、差押・仮

差押・仮処分も中

断事由である。 
 
× 
催告後６ヵ月

以内に裁判上の
請求などをしな
ければ、中断の効
力は消滅する。 
 
× 

一度催告した

後、６ヵ月以内に

また催告しても、

その効力はない。

 

 

 

○ 
 

 
 
 
× 
時効期間が経

過したのに、債務
者が気付かない
で弁済をしてし
まった場合は、時
効の援用をする
ことはできない。
 
○ 
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【宅地建物取引業法】 

 

Ｎｏ．１ 

新築マンションの売却依頼を受けた宅地建物取引業者は、

買主となろうとする者に対し、管理委託契約のうち管理事務

の内容及びその実施方法を宅地建物取引業法第 35 条の重要

事項として説明（以下「説明」とする。）する必要はない。 

 

Ｎｏ．２ 

新築マンションの売却依頼を受けた宅地建物取引業者は、

買主となろうとする者に対し、専有部分の用途その他の利用

の制限に関する規約の定めがあるときであっても、その内容

を説明する必要はない。 

 

Ｎｏ．３ 

マンションの賃貸の契約を媒介する宅地建物取引業者は、

賃借人になろうとする者に対し、専有部分の用途その他の利

用の制限に関する規約の定めがあるときであっても、その内

容を説明する必要はない。 

 

Ｎｏ．４ 

マンションの賃貸の契約を媒介する宅地建物取引業者は、

賃借人になろうとする者に対し、その敷地の一部を特定の者

のみに使用を許す旨の規約の定めがあるときであっても、そ

の内容を説明する必要はない。 

 

Ｎｏ．５ 

新築マンションの売買で、規約中の管理組合の役員に関す

る定めについて、説明しなかったことは、宅地建物取引業法

の規定に違反する。 

 

Ｎｏ．６ 

新築マンションの売買の契約を媒介する宅地建物取引業

者は、買主になろうとする者に対し、一棟の建物の敷地に関

する権利の種類及び内容を説明しなければならない。 

○ 
 
 
 
 
 
 

 

 

× 

その内容を説

明しなければな

らない。 

 
 
 
 
× 
その内容を説

明しなければな

らない。 
 
 
 
 
○ 
 
 
 
 
 
 
 
× 
規約中の管理

組合の役員に関
する定めについ
ては、重要事項の
説明の内容とさ
れていない。 
 
○ 
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Ｎｏ．７ 

新築マンションの売却依頼を受けた宅地建物取引業者は、

買主となろうとする者に対し、一棟の建物の維持修繕の実施

状況が記録されているときでも、その内容を説明する必要は

ない。 

 

Ｎｏ．８ 

新築マンションの売買で、規約は案しかできていなかった

ので、契約成立後に説明することは、宅地建物取引業法の規

定に違反する。 

 

Ｎｏ．９ 

中古マンションの売買で、修繕積立金は売買契約書に記載

したので、重要事項説明書には記載しなかったときは、宅地

建物取引業法の規定に違反しない。 

 

Ｎｏ．10 

マンションの賃貸の契約を媒介する宅地建物取引業者は、

賃借人になろうとする者に対し、通常の管理費用の額を説明

する必要がある。 

 

Ｎｏ．11 

マンションの賃貸を媒介する宅建業者は、賃貸人になろう

とする者に対し、当該建物の管理が委託されているときは、

その委託を受けている者の氏名及び住所を説明する必要が

ある。 

 

 

Ｎｏ．12 

宅地建物取引業者が売主となり、宅地建物取引業者でない

者が買主となるマンションの売買契約において、「買主は、

売主の過失による瑕疵があった場合にのみ、損害賠償請求を

することができる」旨の特約は有効である。 

× 

 当該内容は、説

明事項である。 
 
 
 
 
 
 
 
○ 
 
 
 
 
 
 
 
× 
 この場合でも、
当該事項は重要
事項説明書に記
載しなければな
らない。 
 
 
× 
 当該事項は、賃

貸の場合には、説

明する必要はな

い。 
 
 

 

× 

 重要事項の説

明は物件を取得

または賃借しよ

うとする者に対

して行う必要が

ある。賃借人にな

ろうとする者に

対して説明する

必要はない。 

 

 

× 

 買主に不利な

特約として、無効

とされる。 
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Ｎｏ．13 

宅地建物取引業者であるＡが売主として、自己の所有する

マンションについて、宅地建物取引業者であるＢと売買契約

を締結した場合に、ＡＢ間の売買契約が、瑕疵担保責任につ

いて民法に規定するものよりＢに不利となる特約をしたと

きは、その特約は無効である。 

 

Ｎｏ．14 

宅地建物取引業者でない買主Ａが、売主である宅地建物取

引業者Ｂから甲マンションの一室を購入する場合に、「本件

契約は１割の値引きをしたので，Ｂは瑕疵担保責任を負わな

い」旨の特約をしたときは、この特約は無効である。 

 

Ｎｏ．15 

宅地建物取引業者が売主となり、宅地建物取引業者でない

者が買主となる中古マンションの売買契約において、「売主

は、買主からの瑕疵の修補の請求には応じない」旨の特約は

無効である。 

 

Ｎｏ．16 

宅地建物取引業者が売主となり、宅地建物取引業者でない

者が買主となるマンションの売買契約において、「買主は、

瑕疵の修補の請求を物件引渡しの日から２年間行うことが

できるが、解除は売主が認めるときに限りできる」旨の特約

は無効である。 

 

Ｎｏ．17 

宅地建物取引業者が売主となり、宅地建物取引業者でない

者が買主となるマンションの売買契約において、「売主は、

物件の引渡しの日から１年間のみ瑕疵担保責任を負う」旨の

特約をした場合、売主は、買主に対し、買主が瑕疵を知った

時から１年間、瑕疵担保責任を負うことになる。 

× 

宅建業者相互

間の取引につい

ては、自ら売主制

限の規定は適用

されない。よっ

て、当該特約は、

無効とはならな

い。 
 
 
○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
× 
民法上、瑕疵修

補請求権は定め

られていない。し

たがって、買主に

不利とはいえな

いので、当該特約

は、有効である。

 
○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 
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【住宅の品質確保の促進等に関する法律】 

 

Ｎｏ．１ 

平成 12 年１月１日に締結されていた請負契約又は売買契

約であっても、品確法が施行された平成 12 年４月１日に発

見された瑕疵については、同法上の責任を負わなければなら

ない。 

 

Ｎｏ．２ 

中古マンションについては、品確法 88 条に規定する瑕疵

担保責任の特例の適用がない。 

 

Ｎｏ．３ 

品確法の対象とする「新築住宅」とは、一戸建て住宅だけ

でなく、マンションもこれに含まれる。 

 

Ｎｏ．４ 

品確法に規定する瑕疵担保責任の特例の適用がある新築

住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供

したことのないもので、建設工事の完了の日から起算して１

年を経過していないものをいう。 

 

Ｎｏ．５ 

住宅店舗複合用途型マンションである場合、店舗としての

み使用する専有部分についても、品確法 88 条に規定する瑕

疵担保責任の規定の適用がある。 

 

Ｎｏ．６ 

品確法によれば、新築住宅の請負契約又は売買契約におけ

る瑕疵担保責任の期間は、構造耐力上主要な部分及び雨水の

浸入を防止する部分については、引渡しの時から２年間とさ

れている。 

 

× 
平成 12 年４月

１日以降に締結

された請負契約

または売買契約

についてのみ適

用される。 

 
 
○ 
 
 
 
 
 
○ 

 

 

 

 

 

○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
× 
店舗としての

み使用する専有

部分には、適用が

ない。 
 
 
× 
品確法に規定

する瑕疵担保責

任の期間は、原則

として、引渡しの

時から 10 年間と

されている。 
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Ｎｏ．７ 

新築マンションの一室を購入した後に台所の戸棚の不具合

が発見された場合、売買契約締結後 10 年以内であっても、

買主は、売主に対し、品確法 88 条に規定する瑕疵修補請求

をすることができない。 

 

Ｎｏ．８ 

新築住宅の瑕疵について、請負契約の場合は、売買契約と

異なり、その契約の解除をすることができない。 

 

Ｎｏ．９ 

新築マンションの売主が負う瑕疵担保責任は、当事者間の

合意があっても期間を 20 年間に延長することができない。 

 

Ｎｏ．10 

新築マンションの売買契約において売主が負う瑕疵担保

責任の内容は、当事者間の合意があっても、瑕疵修補請求及

び損害賠償の請求に限ることはできない。 

 

Ｎｏ．11 

品確法が適用される売買契約についても、宅地建物取引業

法第 40 条（瑕疵担保責任についての特約の制限）の規定が

適用され得る。 

 

Ｎｏ．12 

建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅について、建設工

事の請負契約又は売買契約に関する紛争が生じた場合、当該

紛争の当事者は、国土交通大臣に当該紛争のあっせん、調停

及び仲裁を申請することができる。 

 

Ｎｏ．13 

住宅性能評価の制度は、新築住宅だけでなく、既存の住宅

にも適用される。 

○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 

 

 

 

 

 

× 

20 年間に延長

することができ

る。 
 
 
○ 
 
 
 
 
 
 
 
○ 
 
 
 
 
 
 
 
× 
 「指定住宅紛争

処理機関」に対

し、当該紛争のあ

っせん、調停およ

び仲裁を申請す

ることができる。

 
 
○ 




